
船舶事故等調査報告書 

平成２６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３横第１５２号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年１０月１３日 １８時０７分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋港の第３区の東海元浜ふ頭Ｆ４ 

 愛知県名古屋市所在の名古屋港海上交通センターから真方位０７

６°１.９海里付近 

 （概位 北緯３５°０２.６′ 東経１３６°５３.０′） 

事故等調査の経過 平成２５年１０月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 HUI
フ イ

 XIANG
シ ャ ン

（パナマ共和国籍）、３,３１７トン 

９５３８４９０（ＩＭＯ番号）、 HONG KONG RICH MINE 

RESOURCES LIMITED 

Ｂ 貨物船 かいほう、４９９トン 

   １４０８１３、信正海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、三級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾に擦過傷等 

Ｂ 右舷船首ハンドレール及びフェアリーダーに曲損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１５人が乗り組み、名古屋港の東海元浜ふ頭Ｆ

５岸壁に右舷着けの着岸作業を行っていた。 

船長Ａは、平成２５年１０月１３日１７時５８分ごろ投錨して機関

を後進にし、Ｆ５岸壁東隣のＦ４岸壁に左舷着けで係留中のＢ船とＦ

５岸壁西隣のＦ６岸壁に係留していた船との間に着岸しようとしたも

のの、風の影響でうまくいかなかったので、揚錨し、１８時０４分ご

ろ再び投錨して左舷着けで着岸作業を行ったが、Ｆ５岸壁と進路との

なす角度（以下「進入角度」という。）が浅く、風下に圧流され、１

８時０７分ごろＡ船の左舷船尾とＢ船の右舷船首とが衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ３ 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、軽荷状態であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 



 

 判明した事項の解析 Ａ船は、名古屋港の東海元浜ふ頭Ｆ５岸壁に着岸作業中、船長Ａが

錨を投じて岸壁へ接近していたところ、着岸岸壁への進入角度が適切

でなく、風下に圧流されたことから、Ｆ５岸壁東隣のＦ４岸壁に係留

中のＢ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が、名古屋港の東海元浜ふ頭Ｆ５岸壁に着岸

作業中、着岸岸壁への進入角度が適切でなく、風下に圧流されたた

め、Ｆ５岸壁東隣のＦ４岸壁に係留中のＢ船と衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・風がある状況下で着岸する場合は、あらかじめ風下への圧流の影

響を考慮した操船を行うこと。 

 


